
 

 

○今後の行政改革の方針（平成 16 年 12 月 24 日閣議決定）（抄） 

 

６ 公務員制度改革の推進等 

(1) 公務員制度改革の推進 

 イ 当面の取組方針 

  (ア)適切な退職管理 

   (ⅱ) 独立行政法人、特殊法人及び認可法人への公務員の再就職については、これ

らの法人役員への国家公務員出身者の選任に関する累次の閣議決定等を遵守

するとともに、独立行政法人及び特殊法人については、引き続き選任手続を適

切に行い、認可法人については、各府省は、離職後２年以内の所管法人への常

勤役員の就任に際して、あらかじめ内閣官房長官に報告することとする。 

      併せて、国と特に密接な関係を持つ公益法人役員への国家公務員出身者の就

任については、公益法人の民間法人としての性格を踏まえつつ、公益法人役員

への国家公務員出身者の就任に関する累次の閣議決定等を遵守するとともに、

離職後２年以内の常勤役員への就任に際して、所管府省にあらかじめ報告する

よう指導することとし、各府省は、所管法人からの報告の内容を、総務省を通

じて、内閣官房長官に報告するものとする。 

 

 

 

○「今後の行政改革の方針」に基づく国家公務員出身者の認可法人役員への就任に係る措

置について（平成 17 年３月２日関係府省申合せ）(抄） 

 

１．各府省（金融庁を含む。以下同じ。）は、平成 17 年４月１日以降、国家公務員出身者

が離職後２年以内にその所管する認可法人の常勤役員に就任する際には、あらかじめ内

閣官房長官に報告するものとする。 
 

２．上記１．の「国家公務員出身者」とは、国家公務員の退職者（退職予定者を含む。以

下同じ。）のうち、本府省の課長相当職以上(地方支分部局等における本府省の課長相当

職以上(教育職を除く。）を含む。）の経験者とする。 
 

３．各府省が行った報告の内容等は、毎年１回、内閣官房において取りまとめ、公表する

ものとする。 

 

 

 

（参考２）



 

○「今後の行政改革の方針」に基づく国家公務員出身者の公益法人役員への就任に係る措

置について（平成 17 年３月２日公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議申

合せ）（抄） 

 

１．各府省(国家公安委員会、防衛庁及び金融庁を含む。以下同じ。)は、平成 17 年４月１

日以降、国家公務員出身者が離職後２年以内に国と特に密接な関係を持つ公益法人の常

勤役員に就任する際には、あらかじめ、所管府省に対して報告を行うよう指導するとと

もに、各府省は、所管公益法人からの報告の内容を、総務省を通じて、内閣官房長官に

報告するものとする。 
 

２．上記１．の「国家公務員出身者」とは、国家公務員の退職者（退職予定者を含む。以

下同じ。）のうち、本府省の課長相当職以上（地方支分部局等における本府省の課長相当

職以上(教育職を除く。）を含む。）の経験者とする。 
 

３．上記１．「国と特に密接な関係を持つ公益法人」とは、(中略）「国からの補助金･委託

費等の２分の１以上を第三者に交付する所管公益法人、国からの補助金･委託費等による

収入額が年間収入額の３分の２以上を占める所管公益法人及び国から検査･認定・資格付

与等の事務･事業の委託等、推薦等を受けている所管公益法人」とする。 
 

４． 各府省が行った報告の内容等は、毎年１回、内閣官房及び総務省において取りまとめ、

公表するものとする。 

 

（注）従来、公益法人の監督に関する調整事務は総務省において行っていたが、平成 20

年 12 月 1 日の新公益法人制度の施行に伴い、特例民法法人（従来の公益法人）の監督

に関する調整は内閣府において行うこととなった。 

このため、今回の公表については、内閣官房及び内閣府においてとりまとめ、公表

を行った。 


